
昭
和
四
十
八
年
総
理
府
令
第
六
十
五
号

防
衛
医
科
大
学
校
の
編
制
等
に
関
す
る
省
令

防
衛
庁
設
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
四

号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
防
衛

医
科
大
学
校
の
編
制
等
に
関
す
る
総
理
府
令
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
防
衛
医
科
大
学
校
（
以
下
「
大

学
校
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
編
制
等
を
定
め
る
も
の

と
す
る
。

（
医
学
教
育
部
）

第
二
条
　
大
学
校
に
、
医
学
教
育
部
を
置
く
。

２
　
医
学
教
育
部
に
、
医
学
教
育
部
長
を
置
く
。

３
　
医
学
教
育
部
長
は
、
教
官
を
も
つ
て
充
て
る
。

４
　
医
学
教
育
部
長
は
、
防
衛
医
科
大
学
校
長
（
以
下

「
学
校
長
」
と
い
う
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
医

学
教
育
部
の
運
営
に
必
要
な
事
務
を
処
理
す
る
。

（
医
学
教
育
部
の
分
科
）

第
二
条
の
二
　
医
学
教
育
部
に
医
学
科
、
看
護
学
科
及
び

医
学
研
究
科
を
置
く
。

２
　
医
学
科
に
お
い
て
は
、
防
衛
省
設
置
法
（
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
の
教
育
訓

練
を
行
う
。

３
　
看
護
学
科
に
お
い
て
は
、
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二

号
及
び
第
三
号
の
教
育
訓
練
を
行
う
。

４
　
医
学
研
究
科
に
お
い
て
は
、
法
第
十
六
条
第
二
項
の

教
育
訓
練
（
看
護
学
に
関
す
る
高
度
の
理
論
及
び
応
用

に
つ
い
て
の
知
識
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
す
る
研
究
の
能

力
を
修
得
さ
せ
る
た
め
の
教
育
訓
練
並
び
に
臨
床
に
関

す
る
教
育
訓
練
を
除
く
。
）
を
行
う
。

（
看
護
学
科
長
）

第
二
条
の
三
　
看
護
学
科
に
、
看
護
学
科
長
を
置
く
。

２
　
看
護
学
科
長
は
、
教
官
を
も
つ
て
充
て
る
。

３
　
看
護
学
科
長
は
、
医
学
教
育
部
長
の
命
を
受
け
、
看

護
学
科
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

（
動
物
実
験
施
設
）

第
二
条
の
四
　
医
学
教
育
部
に
、
動
物
実
験
に
関
す
る
教

育
訓
練
を
実
施
す
る
た
め
、
動
物
実
験
施
設
を
置
く
。

２
　
動
物
実
験
施
設
に
、
動
物
実
験
施
設
長
を
置
く
。

３
　
動
物
実
験
施
設
長
は
、
教
官
を
も
つ
て
充
て
る
。

４
　
動
物
実
験
施
設
長
は
、
医
学
教
育
部
長
の
命
を
受

け
、
動
物
実
験
施
設
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

（
共
同
利
用
研
究
施
設
）

第
二
条
の
五
　
医
学
教
育
部
に
、
研
究
及
び
実
験
に
必
要

な
機
械
及
び
器
具
（
動
物
実
験
施
設
に
備
え
る
も
の
を

除
く
。
）
を
大
学
校
に
お
い
て
共
同
利
用
す
る
た
め
、

共
同
利
用
研
究
施
設
を
置
く
。

２
　
共
同
利
用
研
究
施
設
に
、
共
同
利
用
研
究
施
設
長
を

置
く
。

３
　
共
同
利
用
研
究
施
設
長
は
、
教
官
を
も
つ
て
充
て

る
。

４
　
共
同
利
用
研
究
施
設
長
は
、
医
学
教
育
部
長
の
命
を

受
け
、
共
同
利
用
研
究
施
設
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

（
学
科
目
制
、
講
座
制
、
教
員
）

第
三
条
　
医
学
科
に
学
科
目
制
及
び
講
座
制
を
、
看
護
学

科
に
講
座
制
を
設
け
、
こ
れ
に
必
要
な
教
授
、
准
教

授
、
講
師
及
び
助
教
を
置
く
も
の
と
す
る
。

２
　
学
科
目
は
別
表
第
一
に
定
め
る
と
お
り
と
し
、
専
任

の
教
授
又
は
准
教
授
が
担
当
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
学
科
目
を
担
当
す
べ
き
適
当
な
教
授
又
は
准
教
授

が
得
ら
れ
な
い
場
合
に
限
り
、
専
任
の
講
師
又
は
兼
任

の
教
授
、
准
教
授
若
し
く
は
講
師
が
こ
れ
を
担
当
し
、

又
は
分
担
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
講
座
は
、
別
表
第
二
に
定
め
る
と
お
り
と
し
、
専
任

の
教
授
が
担
当
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
講
座
を

担
当
す
べ
き
適
当
な
教
授
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に
限

り
、
専
任
の
准
教
授
若
し
く
は
講
師
又
は
兼
任
の
教

授
、
准
教
授
若
し
く
は
講
師
が
こ
れ
を
担
当
し
、
又
は

分
担
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
専
任
の
教
授
、
准
教
授
、
講
師
及
び
助
教
の
数
は
、

別
表
第
三
の
と
お
り
と
す
る
。

５
　
医
学
研
究
科
に
、
教
育
訓
練
に
必
要
な
教
授
、
准
教

授
、
講
師
及
び
助
教
を
置
く
も
の
と
す
る
。

（
定
員
）

第
四
条
　
医
学
科
の
学
生
の
定
員
は
四
百
八
十
人
と
し
、

看
護
学
科
の
学
生
の
定
員
は
四
百
八
十
人
と
し
、
医
学

研
究
科
の
学
生
の
定
員
は
百
二
十
人
と
す
る
。

２
　
医
学
科
の
学
生
数
は
一
学
年
に
つ
き
八
十
人
を
基
準

と
し
、
看
護
学
科
の
学
生
数
は
一
学
年
に
つ
き
百
二
十

人
を
基
準
と
し
、
医
学
研
究
科
の
学
生
数
は
一
学
年
に

つ
き
三
十
人
を
基
準
と
す
る
。

３
　
看
護
学
科
の
一
学
年
の
学
生
数
の
う
ち
、
法
第
十
六

条
第
一
項
第
二
号
の
教
育
訓
練
を
受
け
る
看
護
学
科
の

学
生
（
第
十
条
に
お
い
て
「
自
衛
官
候
補
看
護
学
生
」

と
い
う
。
）
は
七
十
五
人
を
基
準
と
し
、
法
第
十
六
条

第
一
項
第
三
号
の
教
育
訓
練
を
受
け
る
看
護
学
科
の
学

生
（
第
十
条
に
お
い
て
「
技
官
候
補
看
護
学
生
」
と
い

う
。
）
は
四
十
五
人
を
基
準
と
す
る
。

（
課
程
）

第
五
条
　
医
学
科
に
、
医
学
の
専
門
課
程
（
以
下
「
専
門

課
程
」
と
い
う
。
）
及
び
こ
れ
に
進
学
す
る
た
め
の
課

程
（
以
下
「
進
学
課
程
」
と
い
う
。
）
並
び
に
訓
練
課

程
を
設
け
る
。

２
　
看
護
学
科
に
、
看
護
学
課
程
及
び
訓
練
課
程
を
設
け

る
。

３
　
医
学
研
究
科
に
医
学
研
究
課
程
を
設
け
る
。

（
訓
練
科
目
）

第
六
条
　
医
学
科
の
訓
練
課
程
（
以
下
「
医
学
科
訓
練
課

程
」
と
い
う
。
）
又
は
看
護
学
科
の
訓
練
課
程
（
以
下

「
看
護
学
科
訓
練
課
程
」
と
い
う
。
）
の
訓
練
科
目
は
、

訓
育
、
基
本
教
練
及
び
部
隊
実
習
に
区
分
す
る
。

（
単
位
）

第
七
条
　
進
学
課
程
、
専
門
課
程
、
看
護
学
課
程
及
び
医

学
研
究
課
程
の
授
業
科
目
並
び
に
各
授
業
科
目
の
単
位

数
並
び
に
そ
れ
ら
の
各
年
次
に
お
け
る
配
分
及
び
履
修

方
法
は
、
防
衛
大
臣
が
定
め
る
。

２
　
進
学
課
程
、
専
門
課
程
及
び
看
護
学
課
程
の
授
業
科

目
の
単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三

十
一
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項

及
び
第
三
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３
　
医
学
研
究
課
程
の
授
業
科
目
の
単
位
の
計
算
方
法

は
、
大
学
院
設
置
基
準
（
昭
和
四
十
九
年
文
部
省
令
第

二
十
八
号
）
第
十
五
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

第
八
条
　
医
学
科
訓
練
課
程
及
び
看
護
学
科
訓
練
課
程
の

訓
練
科
目
の
時
間
数
及
び
そ
の
各
年
次
に
お
け
る
配
分

並
び
に
履
修
方
法
は
、
防
衛
大
臣
が
定
め
る
。

（
医
学
科
の
卒
業
の
要
件
）

第
九
条
　
医
学
科
の
卒
業
の
要
件
は
、
医
学
科
に
六
年
以

上
在
学
し
、
進
学
課
程
及
び
専
門
課
程
並
び
に
医
学
科

訓
練
課
程
を
修
了
す
る
こ
と
と
す
る
。

２
　
進
学
課
程
に
お
い
て
は
、
三
十
三
単
位
を
修
得
す
る

こ
と
と
す
る
。

３
　
専
門
課
程
に
お
い
て
は
、
百
七
十
三
単
位
を
修
得
す

る
こ
と
と
す
る
。

４
　
医
学
科
訓
練
課
程
に
お
い
て
は
、
五
百
七
時
間
の
訓

練
を
受
け
る
こ
と
と
す
る
。

（
看
護
学
科
の
卒
業
の
要
件
）

第
十
条
　
看
護
学
科
の
卒
業
の
要
件
は
、
看
護
学
科
に
四

年
以
上
在
学
し
、
自
衛
官
候
補
看
護
学
生
に
あ
つ
て
は

看
護
学
課
程
及
び
看
護
学
科
訓
練
課
程
を
修
了
す
る
こ

と
と
し
、
技
官
候
補
看
護
学
生
に
あ
つ
て
は
看
護
学
課

程
を
修
了
す
る
こ
と
と
す
る
。

２
　
看
護
学
課
程
に
お
い
て
は
、
自
衛
官
候
補
看
護
学
生

に
あ
つ
て
は
百
三
十
九
単
位
以
上
を
修
得
す
る
こ
と
と

し
、
技
官
候
補
看
護
学
生
に
あ
つ
て
は
百
三
十
五
単
位

以
上
を
修
得
す
る
こ
と
と
す
る
。

３
　
看
護
学
科
訓
練
課
程
に
お
い
て
は
、
五
百
一
時
間
の

訓
練
を
受
け
る
こ
と
と
す
る
。

（
医
学
研
究
課
程
の
修
了
の
要
件
）

第
十
条
の
二
　
医
学
研
究
課
程
の
修
了
の
要
件
は
、
医
学

研
究
科
に
四
年
在
学
し
、
所
定
の
授
業
科
目
を
三
十
単

位
以
上
修
得
し
、
か
つ
、
必
要
な
研
究
指
導
を
受
け
た

上
、
医
学
研
究
科
の
行
う
研
究
論
文
の
審
査
及
び
最
終

試
験
に
合
格
す
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
在
学
期
間

に
関
し
て
は
、
優
れ
た
研
究
業
績
を
上
げ
た
者
に
つ
い

て
は
、
医
学
研
究
科
に
三
年
在
学
す
れ
ば
足
り
る
も
の

と
す
る
。

（
機
械
、
器
具
及
び
標
本
）

第
十
一
条
　
大
学
校
に
、
医
学
科
、
看
護
学
科
及
び
医
学

研
究
科
の
学
生
の
教
育
訓
練
に
必
要
な
機
械
、
器
具
及

び
標
本
を
備
え
る
も
の
と
す
る
。

（
図
書
及
び
学
術
雑
誌
）

第
十
二
条
　
大
学
校
に
、
医
学
科
、
看
護
学
科
及
び
医
学

研
究
科
の
学
生
の
教
育
訓
練
に
必
要
な
図
書
及
び
学
術

雑
誌
を
備
え
る
も
の
と
す
る
。

（
病
院
）

第
十
三
条
　
大
学
校
に
、
医
学
の
教
育
及
び
研
究
に
資
す

る
た
め
、
病
院
を
置
く
。

２
　
病
院
は
、
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六

十
五
号
）
第
百
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
防
衛
大
臣
が
受

託
し
た
看
護
に
従
事
す
る
者
の
養
成
に
必
要
な
実
習
に

係
る
教
育
訓
練
を
実
施
す
る
。

３
　
病
院
に
、
病
院
長
及
び
副
院
長
二
人
を
置
く
。

４
　
病
院
長
及
び
副
院
長
は
、
教
官
を
も
つ
て
充
て
る
。

５
　
病
院
長
は
、
学
校
長
の
命
を
受
け
、
院
務
を
掌
理
す

る
。

６
　
副
院
長
は
、
学
校
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
病

院
長
を
助
け
、
院
務
を
整
理
す
る
。

７
　
学
校
長
の
指
定
す
る
副
院
長
は
、
病
院
長
に
事
故
が

あ
る
と
き
、
又
は
病
院
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
そ
の
職

務
を
行
う
。

（
事
務
部
）

第
十
四
条
　
病
院
に
、
事
務
部
を
置
く
。

（
事
務
部
の
分
課
）

第
十
五
条
　
事
務
部
に
、
病
院
運
営
課
を
置
く
。

（
病
院
運
営
課
）

第
十
六
条
　
病
院
運
営
課
に
お
い
て
は
、
病
院
に
係
る
次

の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
機
密
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
公
印
の
管
守
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
公
文
書
の
接
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
管
に
関
す

る
こ
と
。

四
　
文
書
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
病
院
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
企
画
及
び
調
整
に
関

す
る
こ
と
（
病
院
企
画
調
整
官
の
所
掌
に
属
す
る
も

の
を
除
く
。
）
。
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六
　
病
院
の
運
営
改
善
に
関
す
る
事
務
の
総
括
及
び
連

絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
病
院
企
画
調
整
官
の
所
掌

に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

七
　
患
者
の
入
院
及
び
退
院
の
手
続
き
並
び
に
外
来
患

者
の
受
付
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
診
療
契
約
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
診
療
報
酬
の
算
定
及
び
請
求
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
医
療
に
関
す
る
証
明
書
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

十
一
　
診
療
記
録
の
整
理
及
び
保
管
並
び
に
医
療
に
関

す
る
報
告
に
関
す
る
こ
と
。

十
二
　
患
者
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

十
三
　
医
療
に
関
す
る
統
計
に
関
す
る
こ
と
。

十
四
　
霊
室
の
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

十
五
　
行
政
財
産
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

十
六
　
消
毒
、
洗
濯
そ
の
他
の
保
清
に
関
す
る
こ
と
。

十
七
　
警
備
に
関
す
る
こ
と
。

十
八
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
病
院
の
所
掌

事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
事
項
に
関
す
る
こ

と
。

第
十
七
条
　
削
除

（
診
療
科
及
び
診
療
施
設
）

第
十
八
条
　
病
院
に
、
次
の
診
療
科
を
置
く
。

内
科

精
神
科

小
児
科

外
科

脳
神
経
外
科

整
形
外
科

皮
膚
科

泌
尿
器
科

眼
科

耳
鼻
咽
喉
科

産
科
婦
人
科

放
射
線
科

麻
酔
科

形
成
外
科

歯
科
口
腔
外
科

病
理
診
断
科

２
　
病
院
に
、
中
央
診
療
施
設
（
以
下
「
診
療
施
設
」
と

い
う
。
）
と
し
て
、
次
の
部
、
セ
ン
タ
ー
及
び
室
を
置

く
。医

療
安
全
・
感
染
対
策
部

外
傷
・
熱
傷
・
事
態
対
処
医
療
セ
ン
タ
ー

検
査
部

手
術
部

放
射
線
部

材
料
部

救
急
部

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
部

総
合
臨
床
部

集
中
治
療
部

医
療
情
報
部

光
学
医
療
診
療
部

輸
血
・
血
液
浄
化
療
法
部

腫
瘍
化
学
療
法
部

地
域
医
療
連
携
室

緩
和
ケ
ア
室

薬
剤
部

看
護
部

（
事
務
部
長
、
病
院
企
画
調
整
官
及
び
課
長
）

第
十
九
条
　
事
務
部
に
事
務
部
長
及
び
病
院
企
画
調
整
官

を
、
課
に
課
長
を
置
く
。

２
　
事
務
部
長
は
、
事
務
官
を
も
つ
て
充
て
る
。

３
　
事
務
部
長
は
、
病
院
長
の
命
を
受
け
、
部
務
を
掌
理

す
る
。

４
　
病
院
企
画
調
整
官
は
、
事
務
部
長
の
命
を
受
け
、
病

院
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
企
画
及
び
調
整
並
び
に
病
院

の
運
営
改
善
に
関
す
る
事
務
の
総
括
及
び
連
絡
調
整
に

関
す
る
事
務
の
う
ち
、
重
要
事
項
に
関
す
る
も
の
を
掌

理
す
る
。

５
　
課
長
は
、
事
務
部
長
の
命
を
受
け
、
課
務
を
掌
理
す

る
。

（
診
療
科
及
び
診
療
施
設
の
部
長
等
）

第
二
十
条
　
診
療
科
及
び
診
療
施
設
に
、
部
長
（
外
傷
・

熱
傷
・
事
態
対
処
医
療
セ
ン
タ
ー
に
あ
つ
て
は
、
セ
ン

タ
ー
長
、
地
域
医
療
連
携
室
及
び
緩
和
ケ
ア
室
に
あ
つ

て
は
、
室
長
）
を
置
く
。

２
　
診
療
科
の
部
長
並
び
に
診
療
施
設
（
薬
剤
部
及
び
看

護
部
を
除
く
。
）
の
部
長
、
セ
ン
タ
ー
長
及
び
室
長
は

教
官
を
も
つ
て
、
薬
剤
部
及
び
看
護
部
の
部
長
は
技
官

を
も
つ
て
充
て
る
。

３
　
部
長
は
、
病
院
長
の
命
を
受
け
、
診
療
科
又
は
診
療

施
設
（
外
傷
・
熱
傷
・
事
態
対
処
医
療
セ
ン
タ
ー
、
地

域
医
療
連
携
室
及
び
緩
和
ケ
ア
室
を
除
く
。
）
の
事
務

を
掌
理
す
る
。

４
　
セ
ン
タ
ー
長
は
、
病
院
長
の
命
を
受
け
、
外
傷
・
熱

傷
・
事
態
対
処
医
療
セ
ン
タ
ー
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

５
　
室
長
は
、
病
院
長
の
命
を
受
け
、
地
域
医
療
連
携
室

又
は
緩
和
ケ
ア
室
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

（
病
床
）

第
二
十
一
条
　
病
院
に
置
か
れ
る
病
床
の
数
は
、
八
百
床

と
す
る
。

（
防
衛
医
学
研
究
セ
ン
タ
ー
）

第
二
十
二
条
　
大
学
校
に
、
法
第
十
六
条
第
二
項
の
教
育

訓
練
に
資
す
る
研
究
を
行
う
た
め
、
防
衛
医
学
研
究
セ

ン
タ
ー
を
置
く
。

２
　
防
衛
医
学
研
究
セ
ン
タ
ー
に
、
セ
ン
タ
ー
長
を
置

く
。

３
　
セ
ン
タ
ー
長
は
、
教
官
を
も
つ
て
充
て
る
。

４
　
セ
ン
タ
ー
長
は
、
学
校
長
の
命
を
受
け
、
防
衛
医
学

研
究
セ
ン
タ
ー
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

（
雑
則
）

第
二
十
三
条
　
こ
の
省
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
大
学

校
の
編
制
そ
の
他
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
防
衛
大
臣

が
定
め
る
。

附
　
則

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
四
月
一
一
日
総
理
府
令

第
一
九
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
四
月
二
日
総
理
府
令
第

二
五
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
八
月
二
〇
日
総
理
府
令

第
五
二
号
）

こ
の
府
令
は
、
昭
和
五
十
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
五
月
一
〇
日
総
理
府
令

第
二
五
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
四
月
一
八
日
総
理
府
令

第
一
五
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
四
月
五
日
総
理
府
令
第

一
五
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
四
月
四
日
総
理
府
令
第

一
五
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
四
月
五
日
総
理
府
令
第

一
〇
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
四
月
三
日
総
理
府
令
第

一
八
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
四
月
六
日
総
理
府
令
第

一
四
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
六
月
三
〇
日
総
理
府
令

第
三
九
号
）

こ
の
府
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
六
二
年
六
月
二
〇
日
総
理
府
令

第
三
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
三
月
三
一
日
総
理
府
令
第

一
八
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
三
月
三
一
日
総
理
府
令
第

五
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
第
二
十
一
条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の

日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
四
月
一
日
総
理
府
令
第
一

七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
五
月
一
一
日
総
理
府
令
第

一
七
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
九
月
二
五
日
総
理
府
令
第

四
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
九
月
二
四
日
総
理
府
令
第

五
一
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
八
月
一
四
日
　
平
成
一

三
年
内
閣
府
令
第
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
中
央
省
庁
等
改
革
推
進
本
部
令
（
次
項
に
お
い

て
「
本
部
令
」
と
い
う
。
）
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施

行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
こ
の
本
部
令
の
効
力
）

２
　
こ
の
本
部
令
は
、
そ
の
施
行
の
日
に
、
中
央
省
庁
等

改
革
の
た
め
の
内
閣
府
組
織
関
係
命
令
の
整
備
に
関
す

る
命
令
（
平
成
十
三
年
内
閣
府
令
第
六
号
）
と
な
る
も

の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
〇
月
一
日
内
閣
府
令

第
八
三
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
四
月
一
日
内
閣
府
令
第

三
一
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
四
月
一
日
内
閣
府
令
第

三
五
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
四
月
一
日
内
閣
府
令
第

五
〇
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
〇
日
内
閣
府
令

第
二
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
月
四
日
内
閣
府
令
第

二
号
）

こ
の
府
令
は
、
防
衛
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
十
八
号
）
の
施
行
の

日
（
平
成
十
九
年
一
月
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
三
〇
日
防
衛
省
令

第
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
補
職
に
係
る
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
従
前
の
助
教
授
及
び
助

手
で
あ
る
者
は
、
別
に
辞
令
を
発
せ
ら
れ
な
い
限
り
、

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
に
、
同
一
の
勤
務
条
件
を
も
っ

て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
当
該
助
教
授
及
び
助

手
が
属
す
る
機
関
の
相
当
の
職
員
と
な
る
も
の
と
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
四
月
六
日
防
衛
省
令
第

九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
第
二
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
防
衛
省
職
員
給
与
施
行
規
則
の

規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
防
衛
省
令

第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
自
衛
隊
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

（
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
防
衛
省
令

第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
七
年
四
月
一
〇
日
防
衛
省
令

第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
防
衛
省
令

第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
三
一
日
防
衛
省
令

第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
三
〇
年
三
月
三
〇
日
防
衛
省
令

第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
二
九
日
防
衛
省
令

第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
三
一
日
防
衛
省
令
第

四
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
三
一
日
防
衛
省
令
第

三
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
三
一
日
防
衛
省
令
第

四
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
防
衛
医
科
大
学
校
の
編
制

等
に
関
す
る
省
令
第
九
条
の
規
定
は
、
令
和
二
年
四
月

一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
六
月
三
〇
日
防
衛
省
令
第

九
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
九
日
防
衛
省
令
第

五
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

学
科
目

心
理
学

倫
理
学

国
語
・
国
文
学

社
会
学

物
理
学

化
学

生
物
学

数
学

英
語

保
健
体
育

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
）

医
学
科
に
設
け
る
講
座

看
護
学
科
に
設
け
る
講
座

再
生
発
生
学

基
礎
看
護
学

解
剖
学

成
人
看
護
学

生
理
学

老
年
看
護
学

生
化
学

小
児
看
護
学

薬
理
学

母
性
看
護
学

病
態
病
理
学

精
神
看
護
学

免
疫
・
微
生
物
学

地
域
看
護
学

衛
生
学
公
衆
衛
生
学

防
衛
看
護
学

国
際
感
染
症
学

法
医
学

医
用
工
学

分
子
生
体
制
御
学

防
衛
医
学

内
科
学

精
神
科
学

小
児
科
学

外
科
学

脳
神
経
外
科
学

整
形
外
科
学

皮
膚
科
学

泌
尿
器
科
学

眼
科
学

耳
鼻
咽
喉
科
学

産
科
婦
人
科
学

放
射
線
医
学

麻
酔
学

臨
床
検
査
医
学

別
表
第
三
（
第
三
条
関
係
）

区
分

専
任
の
教
授
・
准
教

授
・
講
師
の
数

専

任

の

助

教
の
数

学
科
目

一
二

医
学
科
に
設
け
る
講

座

六
七

六
一

看
護
学
科
に
設
け
る

講
座

三
三

一
六

合
計

一
一
二

七
七

3


